
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和５年４月１日施行）により・・・

農地貸し借りの手続が変わりました

「地域計画」 が策定された地域内の

借受者(※2)

貸付者

【令和６年度まで（地域計画策定前）】

・地域計画策定後からは、②農用地利用集積計画が③農地中間管理機構を通じた貸借に統合されました。
（手続きは、県が認可する「農用地利用集積等促進計画」となります。）
・借受者が貸付者から直接借受ける場合は、農地法第3条による手続きのみとなりました。

※ 現在、 「農用地利用集積計画」で貸借されている農地の利用権は、期間内は有効です。

※ 農地中間管理機構を通じた農地貸借手続きの窓口は、市町の農業振興担当課又は
 農業委員会事務局です。

農地の貸し借りは 「農地中間管理機構」
を通じた手続きに統合されました。

農地中間管理機構

(※1)農業経営基盤強化促進法による手続き
(※2)機構からの転貸は、原則として認定農業者や認定新規就農者等の担い手が対象

③貸付 ③転貸

【令和７年度から（地域計画策定後）】

貸付者

①農地法３条許可による手続き

農地中間管理機構

《目標地図》

①農地法３条許可による手続き
②農用地利用集積計画による手続き（※1）

借受者(※3)

(※3)機構からの転貸は、地域計画に位置付けられた農業を担う者が対象

③貸付 ③転貸
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